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本  日  の  卓   話 
１ 月 ２５日 （水） 
｢た ば こ の 話｣ 

       朱 明義会員 

 

例 会 記 録 
第２２６６回例会  １月 １８日（水）晴       
●ロータリーソング「四つのテスト」斉唱  
●ゲスト・スピーカーご紹介 
 中筋一朗様（地区情報･広報委員長） 
●ビジターご紹介 
 内﨑以佐美君（芦屋ＲＣ） 
 
※１２月ホームクラブ皆出席 
 秋山、掛谷、久保、倉内、松尾、中西、大森、 
岡野、坂井、朱、高島、戸川、山田、吉田 

 

会 長 の 時 間      秋山 勤会長 

地区情報広報委員長 中辻一朗様、お忙しい中無理を

言って、卓話に来て頂きました。大変感謝しています。 
1月はﾛｰﾀﾘｰ理解推進月間です。 

1905年ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽたち4人の仲間で始められたﾛｰﾀﾘｰｸ
ﾗﾌﾞは、世界中の識者の賛同を得て大発展し、

32,317RC、1,206,670人（H17,9,末）に成りました。 
日本では、1920年（T,9）10月 20日に創立された
東京RCが最初で、翌 1921年 4月 1日世界で 855番
目の RCとして RI加盟が承認されました。日本人最
初のRC会員は、在米中の福島喜三次でした。1940～  

出 席 報 告 
第２２６６回例会 前々回（第２２６４回） 

会員数（免除） 出席 欠席 出席率 欠席 補正出席率

 ３１ (８) 14 9 60.87 ％ 3 86.96 ％ 

  

  
 

49年RIから一時脱退はあったが、わが国においてRC
の拡大発展は目覚しく、現在 2,328RC、101,881 人
（H17,9,末）となっています。 
茨木RCは 1959年（S,34）12月 23日に創立され、
数多くの奉仕を行って来た事は皆様よくご存知のとお

りです。 
今月に入ってからの報告事項は、高槻西RCと共同
で行うﾊﾞﾘ島ｷﾝﾀﾏﾆ地区の簡易水道ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ支援の件で

す。国際奉仕委員会のご尽力によって、ﾏｯﾁﾝｸﾞｸﾞﾗﾝﾄ

の RI 番号承認が来ましたので、正式書類を返送しま
した。 
残りは、台北西北RCのｶﾝﾎﾞｼﾞｱ・ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ地区の水
源および水質改善ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄですが、RC 会長から鋭意
推進中のお手紙をいただきました。まもなく進展する

ものと期待しています。 
これからは､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの現場訪問の機会も増えるでし

ょう。皆さんも是非出かけて見てください。そして、 

例会風景 



ﾛｰﾀﾘｰの奉仕の実情を知り、感激を味わってみてくださ

い。 
来週は、ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ追悼週間（1/27～2/2）に入ります。 

 

幹 事 報 告        松尾康弘幹事 

１、 ＲＩ及び２６６０地区連絡事項 
 １）秋山会員にﾍﾞﾈﾌｱｸﾀｰ認証状と認証ﾋﾟﾝが届き

ました 
 ２）ロータリーワールド第３号  
 ３）国際大会日本人親善朝食会の案内 6/11(日)     
 ４）ＲＡ第２回地区連絡協議会の案内 2/26(日)  
２、茨木市、他ＲＣよりの依頼事項 
１）茨木３ＲＣ会長幹事会の案内  
１／２５（水）16：00 於：ホテル日航喫茶 
２）台北西北ＲＣより台湾扶輪７０年史と会報          
３）市･安慶市友好都市委員会の案内 １／27(金)    
４）市・内海町姉妹都市委員会の案内 １／30(月)   
５）千里ＲＣより会報 

 
 

委 員 会 報 告         

米山奨学委員会寄付報告 

 橋本淳会員、戸川会員より頂きました 

 本日計１５，０００円 累計１３０，０００円 

 

Ｒ財団委員会寄付報告 

橋本淳会員、戸川会員より頂きました 

本日計１３４ドル   累計１，２５３ドル 

 

 

卓  話 

「ロータリー理解推進月間」 
  ロータリークラブの女性会員のその後 
        RI 第 2660 地区情報･広報委員会 

委員長 中筋一朗氏 
 米国の連邦最高裁判所がロータリークラブの女性会

員問題に関して、女性にも会員資格を認めるべきであ

るという趣旨の判決を下しましたのは、1987 年 5 月
のことであります。 
 この訴訟の事実関係は、凡そ次のとおりです。カリ

フォルニア州にデュアルテ・クラブというロータリー

クラブがあり、そのクラブが３名の女性をロータリー

クラブの会員として入会を認めました。このことを知

ったＲＩ事務局は、このデュアルテ・クラブの女性会

員の入会を認めた行為は定款違反であるとして除名処

分にしました。 
 デュアルテ・クラブは、これに従わず、デュアルテ・

クラブも女性会員も依然としてクラブ会員資格がある

として訴訟を提起しました。ところが第１審のロスア

ンジェルス地裁は、ロータリーの本質は友情と奉仕活

動であり、女性の入会資格は仲間うちで決めてよいと

いうことで、ＲＩ事務局を勝訴にしました。 
 デュアルテ・クラブは、これに対してカリフォルニ

アの控訴裁判所へ控訴をして争った結果、今度は１審

と全く反対にデュアルテ・クラブの方が勝訴で逆転、

ＲＩ事務局が敗訴となりました。その後ＲＩ事務局が

所定の手続によりカリフォルニア州最高裁判所、そし

て、連邦最高裁へ上告をいたしましたが、いずれもＲ

Ｉ事務局が敗訴となりました。 
 ＲＩ事務局の主張は、ロータリークラブには結社の

自由があり、それによれば、自からが自由に会員資格

をきめることができるというものでしたが、連邦最高

裁判所は、団体が持っている結社の自由は２つの面が

あり、１つは、会員（メンバー）を自由に定めること

ができる自由、これに干渉を加えられない自由であり、

もう１つは、ある団体がいろいろ活動をしているとき

にそれに参加することのできる自由、いいかえるとそ

の団体が「こんな人を入れないでおこう」というよう

なことを言わせない、あるいは言われない自由がある。

団体をめぐる自由にはこの２つの面があり、これを同

じ団体に同時に適用することはできない。問題になっ

ている団体の規模、目的、会員選考基準、入会を決め

るときの方針などで適用の使いわけをするべきだと言

いました。 
そして、現在のロータリークラブの活動は開放的な決

して閉鎖的ではない。会員関係を形成し、地域社会の

ために種々の奉仕活動を引き受け、企業や専門的職業

の道徳的水準を高めようとしている。「ロータリークラ

ブの活動は全世界へドアも窓も開かれている」といい

まして、ロータリークラブという団体は、２つの面の

うち後者の方の団体すなわち、解放的な団体である。

これをもし閉鎖的になって女性の入会を認めないとい

うなら、それはカリフォルニア州公民権法に違反する

ことになる、と述べました。 
 これでほぼ１０年間にわたって問題となっていたロ

ータリークラブの女性会員問題は一挙に解決というこ

とになりまして、定款上の問題といたしましては、ロ

ータリーの改革が成就したことになりました。 
ところで、現在の女性会員の入会状況でありますが、 



   
 
末尾のとおりとなっています。 
この数字をどのようにみるべきかはなかなか難しい

ところでありますが、当地区にあって、1 名も女性会
員がおられないクラブのあることは、女性に対して閉

鎖的であるように思えるところであり、今後、世界の

趨勢に後れることのないよう、漸増に向かってご努力

いただくことをお願いしたいと思います。 
 
 全世界 

友 1月号 
日本事務局回答 

日本 
友 1月号 
日本事務局回答 

当地区 
月信 1月号 

ﾛｰﾀﾘｱﾝ 

総数 
 
1,206,670名 

 
102,076名 

 
4,247名

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗ

ﾌﾞ数 
 
32,317 ｸﾗﾌﾞ 

 
2,328 ｸﾗﾌﾞ 

 
86 ｸﾗﾌﾞ

女性ﾛｰﾀ

ﾘｱﾝ 総数 
 

160,735名 
 
  3,227名 

 
   189名 

女性 

ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
 
   13.32% 

  
3.16% 

 
    4.45% 

 
 
 

ニ コ ニ コ 箱 

※夫人誕生を記念             大森 
※結婚記念                大森 
※ホームクラブ皆出席     秋山、掛谷、久保 
 倉内、松尾、中西、大森、岡野、朱、戸川、吉田 
※本日は例会にお招き頂き有難うございます 
どうかよろしくお願いいたします    中筋 
（中筋様より卓話御礼もニコニコに頂きました） 
※中筋委員長有難うございました      秋山 
※ベネファクターにして頂いて       秋山 
※新年おめでとうございます今年もどうか 
よろしく                大森 

※大森会員に辯天宗の開運袋を頂いて 中西、掛谷 
※ガバナー訪問の写真を頂いて  

橋本(淳)、笠原、戸川 
 
本日計   ５９，０００円  
累 計１，２７７，０４６円 

 

次 回 卓 話 

「国際奉仕について」 

  RI第2660地区 若林紀男パストガバナー 

 

 

 

ロータリー・ミニ情報 

《先週の会報ロータリー・ミニ情報訂正について》

■クラブ例会 
  1992 年規定審議会の決定により、続けて 3 回
以上例会を休会することができなくなりました。 
      に訂正させて頂きます。 
 
■６０パーセントの出席規定 
  標準ＲＣ定款の第７条第１節の規定によると、

ロータリアンがクラブの例会に出席したものと

みなされるには、例会に少なくとも６０％出席す

るか、または、会合出席中に不意にその場を立ち

去らなければならなくなった場合、その後、その

行為が妥当であるとクラブ理事会が認める理由

を提示するか、または、所定の方法でメークアッ

プしなければならない。 
 
■ローターアクト・クラブRotaract Cluｂ ＲＡＣ 
  ローターアクトの目的は、青年男女が個々の能

力の開発に当たって、役立つ知識や技能を高め、そ

れぞれの地域社会における物質的、あるいは社会的

なニーズと取組み、親睦と奉仕活動を通じて、全世

界の人々の間によりよい信頼関係を推進するため

の機会を提供することである。 
 ＲＡＣは、提唱ＲＣの近隣地域内に居住、就職ま

たは就学している 18 歳から３０歳までの青年によ
って構成される。 
 会員が３０歳になったローターアクト年度の6月
30日にローターアクト会員身分が終結する。 
 
 


